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福島県会津坂下町議会 
 



 

 

令和４年第４回会津坂下町議会臨時会会議録 

 

 令和４年７月８日から令和４年７月８日まで第４回臨時会が町役場議場に招集された。 

 

  令和４年７月８日 午後１時００分 

 

１．応招議員（１４名） 

   １番 目 黒 克 博   ２番 蓮 沼 文 明   ３番 物 江 政 博 

   ４番 赤 城 大 地   ５番 横 山 智 代   ６番 渡 部 正 司 

   ７番 佐 藤 宗 太   ８番 山 口   享   ９番 青 木 美貴子 

  １０番 渡 部 順 子  １１番 五十嵐 一 夫  １２番 酒 井 育 子 

  １３番  小 畑 博 司  １４番 水 野 孝 一  

 

２．不応招議員（０名） 

   

３．出席議員は応招議員と同じ。 

 

４．欠席議員は不応招議員と同じ。 

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

   議会事務局長  五十嵐 隆 裕     書    記  中 村 夏 実 

    

  

６．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議場に出席した者の職氏名 

   町    長  古 川 庄 平         副 町 長  板 橋 正 良 

   教 育 長  鈴 木 茂 雄      総 務 課 長  佐 藤 銀四郎      

政策財務課長  佐 藤 秀 一     生 活 課 長  新井田  英 

建 設 課 長  古 川 一 夫     産 業 課 長  宇 内 勝 良 

   子 ど も 課 長  佐 藤 美千代     監 査 委 員  仙 波 利 郎      
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◎開会及び開議の宣告 

 

◎議長（水野孝一君） 

皆さん、ご苦労様です。 

只今の出席議員は、１４名であります。定足数に達しておりますので、これより令和４

年第４回会津坂下町議会臨時会を開会いたします。     

（開会 午後１時００分） 

 

ただちに、本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元にお配りした議事日程の

とおりであります。 

 

◎会議録署名議員の指名 

 

◎議長（水野孝一君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員として４番赤城大地君、  

５番横山智代君のお二人を指名いたします。 

 

◎会期の決定 

 

◎議長（水野孝一君） 

日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

第４回臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

◎議長（水野孝一君） 

ご異議ないものと認めます。よって、本臨時会は、本日１日と決定いたしました。 

 

◎議長報告 

 

◎議長（水野孝一君） 

  日程第３、諸報告についてでありますが、議長より５件を提出いたします。 

  町長から、報告５件の提出がありました。 

 

町長報告第９号「専決処分の報告について 専決第５号 損害賠償の額の決定について」 

町長報告第１０号「専決処分の報告について 専決第６号 損害賠償の額の決定について」 

町長報告第１１号「専決処分の報告について 専決第７号 損害賠償の額の決定について」 

町長報告第１２号「専決処分の報告について 専決第８号 損害賠償の額の決定について」 

町長報告第１３号「専決処分の報告について 専決第９号 損害賠償の額の決定について」 

であります。 
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朗読を省略して、順次、内容の説明を求めます。 

町長報告第９号から第１３号までについて、説明願います。 

 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

  議長、総務課長。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  佐藤総務課長。 

 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

  それでは私より議長報告第 13号 町長報告第９号「専決処分の報告について」ご説明申

し上げます。 

  地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第２

項の規定により報告するものであります。専決第５号 損害賠償の額の決定についてご説

明申し上げます。 

  本件は令和４年１月４日午後１時 40分頃、会津坂下町字台ノ下 781番地３地内において

発生しました対物事故についての損害賠償でございます。 

  損害賠償する相手方の住所ならびに氏名につきましては、福島県河沼郡会津坂下町字台

ノ下 781 番地３ 佐竹拓也様であります。損害賠償の額は、除雪作業中にブロック塀を破

損させ、その修理に要した 71,500円で、地方自治法第 180条第 1項の規定により令和４年

６月 21日専決処分を行ったものでございます。 

  続きまして、議長報告第 14 号 町長報告第 10 号「専決処分の報告について」ご説明申

し上げます。 

  地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第２

項の規定により報告するものであります。専決第６号 損害賠償の額の決定についてご説

明申し上げます。 

  本件は令和４年２月２日午前 4 時頃、会津坂下町大字塔寺字北原 645 番地周辺において

発生した対物事故についての損害賠償であります。 

  損害賠償する相手方の住所ならびに氏名は、福島県河沼郡会津坂下町字舘ノ下 311 番地 

福島県公安委員会、会津坂下警察署様でございます。損害賠償の額は、除雪作業中に一時

停止標識を破損させ、その修理に要した 198,000 円で、地方自治法第 180 条第 1 項の規定

により令和４年６月 21日専決処分を行ったものでございます。 

  続きまして、議長報告第 15 号 町長報告第 11 号「専決処分の報告について」ご説明申

し上げます。 

  地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第２

項の規定により報告するものであります。専決第７号 損害賠償の額の決定についてご説

明申し上げます。 

  本件は令和４年２月６日午後４時頃、会津坂下町字中岩田 159 番地において発生しまし

た対物事故についての損害賠償でございます。 

  損害賠償する相手方の住所ならびに氏名は、福島県河沼郡会津坂下町字中岩田 159 番地 

渡部栄二様でございます。損害賠償の額は、除雪作業中に住宅のフェンスを一部破損させ

その修理に要した 143,000円で、地方自治法第 180条第 1項の規定により令和４年６月 21

日専決処分を行ったものでございます。 
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続きまして、議長報告第 16 号 町長報告第 12 号「専決処分の報告について」ご説明申

し上げます。 

  地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第２

項の規定により報告するものであります。専決第８号 損害賠償の額の決定についてご説

明申し上げます。 

  本件は令和４年２月 23日午前４時頃、会津坂下町字惣六 171番地において発生しました

対物事故についての損害賠償であります。 

  損害賠償する相手方の住所ならびに氏名は、福島県河沼郡会津坂下町字舘ノ下 231 番地

１ みどり不動産株式会社様であります。損害賠償の額は、除雪作業中に不動産管理地表

示看板を破損させ、その修理に要した 39,600円で、地方自治法第 180条第 1項の規定によ

り令和４年６月 21日専決処分を行ったものでございます。 

続きまして、議長報告第 17 号 町長報告第 13 号「専決処分の報告について」ご説明申

し上げます。 

  地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第２

項の規定により報告するものでございます。専決第９号 損害賠償の額の決定についてご

説明申し上げます。 

  本件は令和４年２月 25日午後１時頃、会津坂下町大字中泉字中政所西 137番地周辺にお

いて発生しました対物事故についての損害賠償であります。 

  損害賠償する相手方の住所ならびに氏名は、福島県河沼郡会津坂下町大字御池田字小池

79番地 渡部賢児様であります。損害賠償の額は、除雪作業中に自動車のミラーを破損さ

せ、その修理に要した 38,000円で、地方自治法第 180条第 1項の規定により令和４年６月

21日専決処分を行ったものでございます。 

  以上ご報告申し上げます。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  以上、説明のとおりでありますので、ご承知願います。 

 

 

◎町長あいさつ 

 

◎議長（水野孝一君） 

町長より挨拶の申し出がありますので、これを許可したします。 

 

◎町長（古川庄平君） 

  議長、町長。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  古川町長。 

 

◎町長（古川庄平君） 

  本日ここに、令和４年第４回臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方におかれ

ましては、公私ともにご多忙のところご出席を賜り、厚く御礼申し上げます。今回の臨時

会は、新型コロナウィルスの影響による経済活動の低迷を払拭するための各種施策を、早
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急に実施する必要があるため、開催したものであります。 

本日ご提案申し上げる案件は、只今ご報告いたしました専決処分の報告について５件、

工事請負契約の一部変更について１件、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び、

会津坂下町生活支援事業の実施に伴う令和４年度会津坂下町一般会計補正予算（第３号）

１件、計７件のご提案となります。 

上程した案件につきましては、印刷物によりお手元に差し上げたとおりでありますが、

なにとぞ慎重なるご審議のうえ、原案のとおり承認賜りますようお願い申しあげまして、

私のあいさつといたします。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

◎議案第５４号・第５５号上程・説明・質疑・討論・採決 

 

◎議長（水野孝一君） 

  議案第５４号「工事請負契約の一部変更について」及び議案第５５号「令和４年度 会津

坂下町 一般会計補正予算（第３号）」を一括議題といたします。 

  これより、一括議題とした議案について、順次説明を求めます。 

まず、議案第５４号について説明を求めます。 

 

◎建設課長（古川一夫君） 

  議長、建設課長。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  古川建設課長。 

 

◎建設課長（古川一夫君）  

  議案第５４号「工事請負契約の一部変更について」についてご説明申し上げます。 

令和３年会津坂下町議会第３回定例会において議決を受けました「議案第７２号工事請

負契約の締結について」の一部を次のとおり変更するため、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めたいというもの

であります。契約の金額を 5,060万円を 5,766万 6,400円に変更したいというものであり

ます。 

詳細につきましては参考資料にてご説明いたしますので、参考資料をご覧ください。 

１契約の目的は公共下水道町道安兵衛通り線外管渠工事であります。 

２変更の理由は、当初設計では埋め戻し材を現場発生土としておりましたが、粘性土や

砂質土が多く、締固めに適さない土質であったため、埋戻し土を発生土から再生骨材に変

更せざるを得なくなったものであります。また、これにより不要となった発生土の残土処

分費用についても追加せざるを得なくなったものであります。 

次に想定を上回る地下湧水で日進量低下したことにより、不測の施行日数を要したため、

交通誘導員についても追加せざるを得なくなったものであります。 

その他、地権者意向による公共汚水桝設置の追加、掘削影響範囲の舗装復旧面積の追加

など、実績により変更したいというものであります。 

３変更契約の金額につきましては、706万 6,400円を追加して契約金額を 5,766万 6,400
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円にしたいというものであります。 

４契約の相手方は 福島県会津坂下町大字気多宮字柳田 1035番地 株式会社宮本組 

代表取締役 宮本利典 であります。 

以上説明とさせていただきます。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  次に、議案第５５号について説明願います。 

 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

  議長、政策財務課長。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  佐藤政策財務課長。 

 

◎総務課長（佐藤秀一君） 

  議案第５５号 令和４年度会津坂下町一般会計補正予算（第３号）について説明申し上

げます。 

第１条 歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額に１億７５２万４千円を追加し、

予算の総額を７９億３，２７９万１千円とするものです。 

第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による、とするものです。 

今回の補正予算は、国から、原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響を受けた

生活者や事業者の負担軽減を実施できるよう、地方創生臨時交付金原油価格・物価高騰対

応分として交付されること受け、生活支援、事業者を支援するために実施するものです。 

また、現在実施しております、住民税非課税世帯等臨時特別支援事業費について、令和

４年度の住民税額の確定により、非課税世帯数が変更となり、給付対象世帯数が増加する

ことから補正するものです。なお、事業完了時期、補助率１０／１０については、変更は

ございません。 

１ページをご覧ください。 

「第１表 歳入歳出予算補正」につきましては、事項別明細書によりご説明いたします。 

事項別明細書についてご説明申し上げます。 

１ページ１総括の歳入につきましては、１４款国庫支出金のみとなりますが、補正前の

額７８億２，５２６万７千円、補正額１億７５２万４千円の増、補正後の額は、７９億３，

２７９万１千円となります。 

２ページをご覧ください。 

歳出につきましては、３款民生費から１３款予備費まで、補正前の額、補正額、補正後

の額につきまして、歳入と同額となります。 

財源内訳につきましては、国県支出金が１億７５２万４千円の増であります。 

３ページをご覧ください。 

「２歳入」の詳細について説明いたします。 

１４款２項２目民生費国庫補助金 補正額１，０９７万２千円の増は、住民税非課税世

帯等臨時特別支援事業費補助金で、令和４年度の住民税額が確定したことに伴い給付対象

世帯数が９１世帯増加するため、９１世帯分の給付金９１０万円と、事務費１８７万２千
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円を計上しました。補助率は１０／１０となります。 

 ３目衛生費国庫補助金 補正額９，６５５万２千円の増は、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金が交付されるもので、生活支援・事業者支援に充当します。補助

率は１０／１０となります。 

４ページをご覧ください。 

「３歳出」についてご説明いたします。 

３款１項５目臨時福祉給付費 補正額１，０９７万５千円の増は、住民税非課税世帯等

臨時特別支援事業について、令和４年度の住民税額の確定により給付対象世帯数が変更と

なることから増額計上するものです。 

３節職員手当等は、事務に従事する職員の時間外勤務手当を計上しました。１０節需用

費は、事務用品２０万円、専用封筒等の印刷製本費２３万２千円を計上しました。 

１１節役務費は、郵便料１７万７千円、口座振替手数料３万４千円を計上しました。 

１２節委託料は、該当者抽出、データ入力、通知書作成等の作業に要する委託料１０５

万７千円を計上しました。 

１８節負担金補助及び交付金は、住民税非課税世帯臨時特別給付金１０万円を９１世帯

に給付するため、９１０万円を計上しました。 

５ページをご覧ください。 

次に、４款１項５目：新型コロナウイルス感染症対策費 補正額 １億９１７万７千円

の増は、地方創生臨時交付金を活用し「会津坂下町生活支援事業」として、「ばんげ応援商

品券配布事業」、「物価高騰支援事業」及び、「運送業者等支援事業」を実施するものです。 

１０節需用費は、ばんげ応援商品券配布事業の、商品券発行にかかる事務用品３万円を

計上しました。 

  １１節役務費は、商品券発送にかかる郵便料３１２万７千円を計上しました。 

１８節負担金補助及び交付金は、町民１人あたり５千円の商品券を配布する「ばんげ応

援商品券配布事業」を実施するため、事務経費も含めた商工会への補助金７，８７７万円

を計上いたしました。 

  「物価高騰対策事業者支援」は、町内事業者に対する支援として、物価高騰による負担

軽減を図るため、従業員数に応じ３万円から１０万円の補助金を交付するため、２，３９

０万円を計上しました。対象事業所数は５００事業所と見込んでおります。 

 「運送事業者等支援」は、燃料費高騰の影響を受けた運送業者に対する支援で、事業者

が使用する車両１台につき１万円の補助金を交付するため３３５万円を計上しました。対

象車両は、３３５台と見込んでおります。 

最後に、１３款１項１目予備費 補正額１，２６２万８千円の減は、歳入歳出額の調整

による減額となり、これにより予備費総額は３，０００万７千円となります。 

説明は以上です。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  以上をもって、議案の説明を終わります。 

  質疑、討論、採決は１件ごとに行います。 

  まず、議案第５４号「工事請負契約の一部変更について」に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」の声あり） 
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◎議長（水野孝一君） 

  質疑も無いようであります。これを持って質疑を終結いたします。 

  これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

 

（「討論なし」の声あり） 

 

◎議長（水野孝一君） 

 討論も無いようであります。これを持って討論を終結いたします。 

 これより、議案第５４号「工事請負契約の一部変更について」を採決いたします。 

  この採決は起立を持って行います。本案は原案のとおり決定することに、賛成の諸君の

起立を求めます。 

 

（全員起立） 

 

◎議長（水野孝一君） 

 起立、全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 次に、議案第５５号「令和４年度 会津坂下町 一般会計補正予算（第３号）」に対する

質疑に入ります。 

 質疑はありませんか 

 

◎13番（小畑博司君） 

  議長、13番。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  13番、小畑博司君。 

 

◎13番（小畑博司君） 

  物価高騰対策事業者支援は 500 事業所が対象ということでございますけれども、最低で

６人以下の就業者、個人事業所も含めての数ということで理解してよろしいんでしょうか。 

 

◎産業課長（宇内勝良君） 

  議長、産業課長。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  宇内産業課長。 

 

◎産業課長（宇内勝良君） 

  事業所数はもう少しあります。ただ、前回全事業所にお配りしたところ 420 件ほどの申

請がありましたので、その上増し分ということで 500件とみております。 
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◎13番（小畑博司君） 

  議長、13番。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  13番、小畑博司君。 

 

◎13番（小畑博司君） 

  今の質問は、個人事業主も含むのでしょうかということです。 

 

◎産業課長（宇内勝良君） 

  議長、産業課長。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  宇内産業課長。 

 

◎産業課長（宇内勝良君） 

  個人事業主も当然含んでございまして、全部で 800 事業所位が見込まれているというこ

とです。 

 

◎議長（水野孝一君） 

 他に質疑はありませんか。質疑も尽きたようであります。 

これをもって、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

（「討論なし」の声あり） 

 

◎議長（水野孝一君） 

 討論も無いようであります。これをもって討論を終結いたします。 

 これより、議案第５５号「令和４年度 会津坂下町 一般会計補正予算（第３号）」を採

決いたします。 

 この採決は、起立をもって行います。本案は原案のとおり決定することに、賛成の諸君

の起立を求めます。 

 

（全員起立） 

 

◎議長（水野孝一君） 

 起立全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

 

 

 



9 

◎閉会の宣言 

 

◎議長（水野孝一君） 

  以上をもって、本臨時会に付された案件の審議は、全部終了いたしました。 

これをもって、令和４年第４回会津坂下町議会臨時会を閉会いたします。 

  ご苦労様でした。                  

 

   

（閉会 午後 1時 24分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

令和４年７月８日 

 

 

会津坂下町議会議長 

 

 

 

同   議員 

 

 

 

    同   議員 


